
 
○
総
務
省
令
第
五
十
四
号

　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
号
）
第
三
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
の
会
計
及
び
資
産
の
運
用
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
規
則
の
一

 

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

　
　
　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
の
会
計
及
び
資
産
の
運
用
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

 

　
　
　

正
す
る
省
令

　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
の
会
計
及
び
資
産
の
運
用
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年

 

総
理
府
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重 

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

 

え
る
。



 
  

改　

正　

後

改　

正　

前

  
  

（
支
払
方
法
等
）

（
支
払
方
法
）

 

 

第
十
六
条　

出
納
主
任
は
、
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し
て
又
は

第
十
六
条　

出
納
主
任
は
、
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
て

 

 

預
金
口
座
等
か
ら
の
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
当
該
預
金
口
座
等
の
あ
る
取
引
金
融
機
関
に
行
わ
せ
て
、
当
該

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
小
切
手
に
よ
る
支
払
に
か

 

 

必
要
な
資
金
を
交
付
し
た
取
引
金
融
機
関
又
は
当
該
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
行
わ
せ
た
取
引
金
融
機
関
に
支

え
、
現
金
を
も
つ
て
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

払
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
取
引
金
融
機
関
に
よ
る
支

 

 

払
に
か
え
、
現
金
を
も
つ
て
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

一　

債
権
者
が
取
引
金
融
機
関
に
よ
る
支
払
を
拒
ん
だ
と
き
。 

一　

債
権
者
が
小
切
手
に
よ
る
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
。 

  
 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

 

２　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
六

［
新
設
］ 

 

 

号
）
第
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。 

 
 

 

３　

出
納
主
任
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を

［
新
設
］

 

 

債
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
権
者
の
預
金
口
座
へ
の
振
込
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
す

 

 

る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

  
 

（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
）

 

第
十
七
条　

削
除 

第
十
七
条　

出
納
主
任
は
、
取
引
金
融
機
関
そ
の
他
基
金
が
定
め
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権

  
 

者
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
取
引
金
融
機
関
に
通
知
し
て
、
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
す
る
こ
と

 
 

が
で
き
る
。

 

（
隔
地
払
等
）

 

 

第
十
八
条　

削
除 

第
十
八
条　

出
納
主
任
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し
て

  
 

当
該
金
融
機
関
に
支
払
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

一　

隔
地
の
債
権
者
に
対
し
支
払
を
す
る
場
合

二　

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
債
権
者
の
預
金
口
座
へ
の
振
込
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
す
る
場
合

２　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
六

号
）
第
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
十
七
条
及
び
前
項
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。

３　

出
納
主
任
は
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
債
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



　
　
　

附　

則 
　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


